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特定不妊治療助成事業の指定医療機関に
おける人員配置状況等



特定不妊治療助成事業の指定医療機関における人員配置状況①

母子保健課調べ(2009年)

配置が必要な人員である産婦人科医師が不妊治療に専従している施設は
全体の44.5%となっている。

不妊治療に従事する産婦人科医師の状況

※不妊治療に専従する者の数と兼務している者の
数を分けて回答

※カッコ内は1人以上と回答した施設数
※指定医療機関の総数は５６４施設

医師数（施設数）

不妊治療に専従 ４７８人（２３７施設）

他の業務と兼務 １２９６人（４４７施設）

※常勤、非常勤を問わない

１０人以上 ３施設

５～９人 １６施設

４人 ７施設

３人 ３２施設

２人 ４５施設

１人 １３４施設

兼務のみの施設 ２９５施設

専従産婦人科医師の配置状況

※未回答の施設があるため合計は一致しない

不妊治療に従事する泌尿器科医師の状況

医師数（施設数）

４１４人（１８６施設）

※常勤、非常勤を問わない
※専従、兼務併せて回答

※精巣内精子生検採取法、精巣上体内精子吸引採取法等を
実施する医師を対象とした



配置が必要な人員である看護師が専従している施設は37.6%となっている。

特定不妊治療助成事業の指定医療機関における人員配置状況②

不妊治療に従事する看護師の状況

看護師数（施設数）

不妊治療に専従 １０５１人（１９８施設）

他の業務と兼務 ３２３０人（４５２施設）

母子保健課調べ(2009年)

※常勤、非常勤を問わない。助産師を含む。
※指定医療機関の総数は５６４施設
※カッコ内は1人以上と回答した施設数
※不妊治療に専従する者の数と兼務している者
の数を分けて回答

１０人以上 ２５施設

５～９人 ６５施設

４人 ２１施設

３人 １９施設

２人 ２９施設

１人 ３９施設

兼務のみの施設 ３２８施設

専従看護師の配置状況

※未回答の施設があるため合計は一致しない



特定不妊治療助成事業の指定医療機関における人員配置状況③

配置が望ましい要員とされている、いわゆる胚培養士が専従で配置されている
医療機関は、60.1%となっている。

職員数（施設数）

不妊治療に専従 ９３４人（３２６施設）

他の業務と兼務 ４７７人（２２９施設）

不妊治療における胚培養に従事する職員の状況

※指定医療機関の総数は５６４施設

※カッコ内は1人以上と回答した施設数

※不妊治療に専従する者の数と兼務している者の数を分け回答

※医師、看護師以外の職員で、不妊治療における胚培養に
従事する者

１０人以上 ８施設

５～９人 ４４施設

４人 ２５施設

３人 ５３施設

２人 ８２施設

１人 １１４施設

０人 ２１６施設

専従胚培養士の配置状況

母子保健課調べ(2009年)

専従、兼務ともに
ゼロの施設

７２施設



特定不妊治療助成事業の指定医療機関における人員配置状況④

配置が望ましい要員とされている、いわゆるコーディネーター、カウンセラーが
専従で配置されている医療機関は、それぞれ11.8%、15.3%となっている。

いわゆる不妊コーディネーターの配置状況

職員数（施設数）

不妊治療に専従 ９４人（ ５９施設）

他の業務と兼務 ５０２人（２４８施設）

※不妊治療の説明補助、不妊治療の選択の援助、等、患者を
看護の側面から支援する者

いわゆる不妊カウンセラーの配置状況

職員数（施設数）

不妊治療に専従 １０２人（ ７７施設）

他の業務と兼務 ４３７人（２４９施設）

共通

母子保健課調べ(2009年)

※心理学･社会学に深い造詣を有し、臨床における心理カウンセリング
等の経験を持ち、患者をカウンセリングの側面から支援する者

※指定医療機関の総数は５６４施設

※カッコ内は1人以上と回答した施設数
※不妊治療に専従する者の数と兼務している者の数を分けて回答

専従、兼務ともに
ゼロの施設

２３９施設

※「専従」とは、専ら不妊治療におけるコーディネーター業務に
従事する者をいう。

※「専従」とは、専ら不妊治療におけるカウンセラー業務に
従事する者をいう。

※「兼務」とは、外来看護業務等他の職務と兼務している者、又は
不妊治療以外のコーディネーター業務にも従事する者をいう。

※「兼務」とは、外来看護業務等他の職務と兼務している者、又は
不妊治療以外のカウンセラー業務にも従事する者をいう。

専従、兼務ともに
ゼロの施設

２３２施設



不妊治療部門における医療安全管理体制の状況

胚･配偶子の取り扱いに際して、取り違え防止の措置を徹底していない医療機関がある。

あり なし

①器具等の識別 ５５５施設(98.6%) ８施設( 1.4%)

②「１操作１患者」 ５５８施設(99.3%) ４施設( 0.7%)

③ダブルチェック ４７５施設(84.4%) ８８施設(15.6%)

①器具等の識別：胚･配偶子及び使用器具等の識別（各器具への氏名記入、色分け
の利用等の対応）が徹底している場合を「あり」とする。

②「１操作１患者」：胚･配偶子の取扱いに当たっては、１回の操作において１組の患者
夫妻胚･配偶子のみを扱うこととし、複数患者の胚･配偶子の同時･連続操作の禁止
が徹底している場合を「あり」とする。

③ダブルチェック：胚･配偶子の取り違え防止のためのダブルチェックの実施（胚･配偶
子の取扱いに当たって、必ず複数名で確認を行っている場合を「あり」とする。）

母子保健課調べ(2009年)


